
第１８回 甲賀市都市計画審議会 

 

平成 27 年（2015 年）10 月 29 日 

甲賀市役所水口庁舎第１委員会室 

14:30～ 

 

１．開会 

 

 

２．市民憲章の唱和 

 

 

３．あいさつ 

 

 

４．協議報告事項 

 （１）都市計画マスタープランについて 

    ・甲賀市都市計画マスタープラン（見直し）策定方針    ････資料１ 

    ・市民アンケートの実施について             ････資料２ 

 （２）甲賀都市計画道路の変更について 

    ・都市計画道路 名坂梅が丘線の廃止について       ････資料３ 

 （３）市街化調整区域内の地区計画の推進について        ････資料４ 

 （４）その他 

    ・甲賀市屋外広告物条例の制定について          ････資料５ 

     （甲賀市屋外広告物条例ガイドライン）          

 

５．閉 会 
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甲賀市都市計画マスタープラン（見直し）策定方針 

 

1． 計画（見直し）策定の趣旨 

 

本市では、旧 5 町合併後の平成 19 年 3 月に甲賀市都市計画マスタープランを策定し、『ひとが

輝き、住みよさと活力に満ちる あい甲賀』を都市の将来像とし、各種都市計画制度等を活用する

ことによりその実現化に向けた取組を進めてきました。 

しかし、全国的な人口減少や高齢化社会の到来等、本市を取り巻く状況は大きく変化してきてい

ることから、「甲賀の國づくり」を着実に進め、本市が活力ある都市として持続していくため、立地適

正化計画制度等を踏まえつつ、これらの課題に対応した都市計画を行っていく必要があります。 

このような中、甲賀市都市計画マスタープランの目標年次は平成 19 年度から 20 年後の平成 38

年度としておりますが、社会情勢や市民意向の変化に対応した計画とするための見直しを行いま

す。 

 

2． 計画期間 

 

甲賀市都市計画マスタープラン（見直し）については、その計画の目的を実現するため、目標年

次を現行計画と同様の平成 38 年度とします。 

 

3． 計画の位置づけ 

 

第 2 次甲賀市総合計画、国土利用計画の他、滋賀県都市計画区域マスタープランなどを上位

計画とします。 

 

4． 見直し策定にあたっての基本的な考え方 

 

（１）現行の甲賀市都市計画マスタープランの検証 
現行の甲賀市都市計画マスタープランにおけるこれまでの成果と課題を十分に検証したうえ

で、本市の情勢変化に対応した土地利用方針、都市施設整備方針、市街地整備方針等の見直

しを行います。 

 

（２）上位関連計画との整合 
「第２次甲賀市総合計画」や「甲賀の國づくりプロジェクト（地方創生総合戦略）」、滋賀県都市

計画区域マスタープラン等の上位計画の内容を踏まえ、甲賀市の創意工夫のもとに、現状の都

市計画区域及び用途地域の課題や今後のあり方を検討します。併せて、甲賀市独自の長期的

な都市の将来像、都市整備の方針、地域別まちづくり方針等のとりまとめを行います。 

資料１ 
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（３）適正な都市機能配置の誘導 
見直しにあたっては、「立地適正化計画制度」及び「都市機能の適正な配置に係る基礎調査」

の調査内容を踏まえ、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめ

とする市民が、公共交通を利用して生活利便施設等にアクセスできるよう、都市機能の配置誘導

を踏まえた将来の都市構造について検討します。 

 

5． 市民参画および見直し策定の体制 

 

計画の策定にあたっては、「市民意識調査」及び「パブリックコメント」を実施し市民の意向を反映

するとともに、「都市計画審議会」で計画策定における総合的な意見を求めます。 

 

（１）市民意識調査・パブリックコメント 
将来のまちづくりに対する市民の意向を反映するため、「市民意識調査」や「パブリックコメント」

を行い、結果を計画に反映していくことで、市民参画を進めます。 

 

（２）庁内体制 
担当課で作成された計画案に対し、まちづくりに関する様々な分野からの意見や各種施策・方

向性との整合を確認するため、計画策定の節目において庁内プロジェクトチームと協議しながら、

庁内関係部局から構成される幹事課長会議や部長会議で報告し、横断的な連携を図ります。 

また、都市計画審議会において総合的な意見を求めます。 

 

6． 見直し策定のスケジュール（案） 

 

平成２７年度 

平成２７年 １０月 都市計画マスタープラン（見直し）策定方針（案）の作成

  都市計画審議会への協議 

 １１月 市民意識調査の実施（アンケート） 
平成２８年 ３月 全体構想（都市計画区域等の検討）の策定 

平成２８年度 

５～７月 全体構想の策定 

 １０月 地域別構想の策定 

 １２月 パブリックコメント 
平成２９年 １月 都市計画審議会への諮問 

 ２月 甲賀市都市計画マスタープラン（見直し）の策定 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問
とい

合
あわ

せ先
さき

  甲
こう

賀
か

市
し

役
やく

所
しょ

 建
けん

設
せつ

部
ぶ

 都
と

市
し

計
けい

画
かく

課
か

  TEL：0748-65-0719 FAX：0748-63-4601 

日
ひ

頃
ご ろ

は、甲
こ う

賀
か

市
し

政
せ い

にご理
り

解
か い

ご協
きょう

力
りょく

いただき、ありがとうございます。 

甲
こ う

賀
か

市
し

では、少
しょう

子
し

高
こ う

齢
れ い

化
か

や人
じ ん

口
こ う

減
げ ん

少
しょう

など、さまざまな社
し ゃ

会
か い

環
か ん

境
きょう

の変
へ ん

化
か

を受
う

け、将
しょう

来
ら い

の

まちのあり方
か た

を決
き

める「甲
こ う

賀
か

市
し

都
と

市
し

計
け い

画
か く

マスタープラン」の見
み

直
な お

し作
さ

業
ぎょう

を進
す す

めています。

都
と

市
し

計
け い

画
か く

マスタープランとは、将 来
しょうらい

を見据
み す

え（今後
こ ん ご

１０年）、建
た て

物
も の

、道
ど う

路
ろ

、公
こ う

園
え ん

、農
の う

地
ち

や山
さ ん

林
り ん

、河
か

川
せ ん

または日
に ち

常
じょう

の生
せ い

活
か つ

環
か ん

境
きょう

など、市
し

を構
こ う

成
せ い

する要
よ う

素
そ

を今
こ ん

後
ご

どのようにしていく

かを方
ほ う

向
こ う

づけるものです。 

そこで、皆
み な

さまのお考
かんが

えをお聞
き

かせいただき、この計
け い

画
か く

に反
は ん

映
え い

していくために、アンケ

ート調
ちょう

査
さ

を実
じ っ

施
し

いたします。 

なお、このアンケート調
ちょう

査
さ

票
ひょう

は、甲
こ う

賀
か

市
し

民
み ん

の方
か た

々
が た

の中
な か

から無作為
む さ く い

に抽
ちゅう

出
しゅつ

した 18歳
さ い

以
い

上
じょう

の 2,000人
に ん

の方
か た

々
が た

を対
た い

象
しょう

として配
は い

布
ふ

しております。また、アンケート集
しゅう

計
け い

結
け っ

果
か

につきま

しては、後
ご

日
じ つ

公
こ う

表
ひょう

させていただきます。（中
ちゅう

学
が っ

校
こ う

を通
つ う

じた在
ざ い

校
こ う

生
せ い

にも実
じ っ

施
し

いたします。） 

ご多
た

忙
ぼ う

とは存
ぞ ん

じますが、調
ちょう

査
さ

の趣
し ゅ

旨
し

をご理
り

解
か い

いただき、ご協
きょう

力
りょく

くださいますようよろ

しくお願
ね が

い申
も う

し上
あ

げます。 

平成
へいせい

２７年
ねん

１１月
がつ

 甲
こ う

賀
か

市
し

長
ちょう

 中
な か

嶋
じ ま

 武
た け

嗣
し

 

より良
よ

い「まちづくり」のための 

アンケート調
ちょう

査
さ

にご協
きょう

力
りょく

を！ 
 

～ あなたの声
こ え

をお聞
き

かせください ～ 

甲
こ う

賀
か

市
し

都
と

市
し

計
け い

画
か く

マスタープランにかかる市
し

民
み ん

意
い

識
し き

調
ちょう

査
さ

資料２ 
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あなたご自身
じ し ん

についておたずねします 

問
とい

１ あなたの性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

についてお答
こた

えください。 

次
つぎ

の項目
こうもく

ごとに、あてはまるものを 1 つずつ選
えら

んで番号
ばんごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

性別
せいべつ

 １ 男性
だんせい

 ２ 女性
じょせい

 

年齢
ねんれい

 
１ 10歳代

さいだい

 ２ 20歳代
さいだい

 ３ 30歳代
さいだい

 ４ 40歳代
さいだい

 

５ 50歳代
さいだい

 ６ 60歳代
さいだい

 ７ 70歳代
さいだい

 ８ 80歳
さい

以
い

上
じょう

 

問
とい

２ お住
す

まいの地
ち

域
いき

はどちらですか。 

あてはまるものを 1 つ選
えら

んで番号
ばんごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 水
みな

口
くち

町
ちょう

 ２ 土
つち

山
やま

町
ちょう

 ３ 甲
こう

賀
か

町
ちょう

 ４ 甲
こう

南
なん

町
ちょう

 ５ 信
しが

楽
らき

町
ちょう

 

問
とい

３ 現在
げんざい

お住
す

まいの地
ち

域
いき

には、どれくらい住
す

んでいますか。（合
がっ

併
ぺい

以
い

前
ぜん

も含
ふく

めた通年
つうねん

） 

あてはまるものを 1 つ選
えら

んで番号
ばんごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ ５年
ねん

未
み

満
まん

 ２ ５年
ねん

～10年
ねん

未
み

満
まん

 ３ 10年
ねん

～20年
ねん

未
み

満
まん

 

４ 20年
ねん

～30年
ねん

未
み

満
まん

 ５ 30年
ねん

以
い

上
じょう

 ６ 生
う

まれてからずっと 

問
とい

４ あなたが普
ふ

段
だん

利
り

用
よう

する主
おも

な交通手段
こうつうしゅだん

はなんですか。 

あてはまるものを 1 つ選
えら

んで番号
ばんごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 徒歩
と ほ

または自
じ

転
てん

車
しゃ

 ２ 自
じ

家
か

用
よう

車
しゃ

 ３ バス ４ 鉄道
てつどう

 

５ その他
た

（                                 ） 

※ 質問
しつもん

ごとにあなたのお 考
かんが

えに近
ちか

いものに○ 印
しるし

をつけてください。 

※ アンケート調 査 票
ちょうさひょう

は、個
こ

人
じん

の 情
じょう

報
ほう

は特定
とくてい

されず統計的
とうけいてき

な処
しょ

理
り

を 行
おこな

い、本
ほん

計
けい

画
かく

検
けん

討
とう

の基礎資料
き そ し り ょ う

としてのみ回答内容
かいとうないよう

を活用
かつよう

します。調査
ちょうさ

結果
け っ か

を他
ほか

の目
もく

的
てき

に使
し

用
よう

することはありません。 

※ アンケート調 査 票
ちょうさひょう

は、ご記入後
き に ゅ う ご

、同封
どうふう

の返信用封筒
へんしんようふうとう

（切
きっ

手
て

不
ふ

要
よう

）に入
い

れて、無
む

記
き

名
めい

のまま●月
がつ

●日
にち

（ ）までに郵
ゆう

便
びん

ポストに入
い

れていた

だきますようお願
ねが

いいたします。 

甲
こ う

賀
か

市
し

都
と

市
し

計
け い

画
か く

マスタープランにかかる市
し

民
み ん

意
い

識
し き

調
ちょう

査
さ

※調
ちょう

査
さ

票
ひょう

兼
けん

回
かい

答
とう

用
よう

紙
し

～ ここから質問
し つ も ん

です ～ 
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現在
げんざい

のまちづくりについて（各地域
かくちいき

の現 状
げんじょう

） 

問
とい

５ お住
す

まいの地
ち

域
いき

※のまちづくりについて、どの程
てい

度
ど

満
まん

足
ぞく

していますか。 

次
つぎ

の項目
こうもく

ごとに、あてはまるものを１つずつ選
えら

んで番号
ばんごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

※お住
す

まいの地
ち

域
いき

…問
とい

２でお答
こた

えいただいた「お住
す

まいの地
ち

域
いき

」を指
さ

します。 

※市街地
し が い ち

…家
いえ

や店舗
て ん ぽ

等
など

が建
た

ち並
なら

ぶ 住
じゅう

宅地
た く ち

や商業地
しょうぎょうち

で、近
ちか

くに農地
の う ち

や緑地
りょくち

の少
すく

ないところ 

これまでのまちづくりの「満
まん

足
ぞく

度
ど

」 

項
こう

 目
もく

 満足
まんぞく

 
まあ 

満足
まんぞく

 
普通
ふ つ う

 
やや 

不満
ふ ま ん

 
不満
ふ ま ん

 

記
き

入
にゅう

例
れい

）1 自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

の保
ほ

全
ぜん

      ⇒ 5 4 3 2 1 

住
じゅう

宅
たく

地
ち

 

・ 

市
し

街
がい

地
ち

※ 

1 現
げん

在
ざい

の住宅地
じゅうたくち

の改
かい

善
ぜん

 5 4 3 2 1 

2 新
あたら

しい住宅地
じゅうたくち

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

3 市
し

の中心市街地
ちゅうしんしがいち

の 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

4 各
かく

町
まち

の中 心 街
ちゅうしんがい

の活
かっ

性
せい

化
か

 5 4 3 2 1 

5 道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

での商 業 地
しょうぎょうち

の形
けい

成
せい

 5 4 3 2 1 

就
しゅう

業
ぎょう

・産
さん

業
ぎょう

 

6 工場誘致
こうじょうゆうち

や既
き

存
ぞん

工
こう

場
じょう

の拡
かく

充
じゅう

 5 4 3 2 1 

7 企業
きぎょう

誘致
ゆ う ち

の推進
すいしん

 5 4 3 2 1 

8 農業基盤
のうぎょうきばん

の整
せい

備
び

・ 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

9 観
かん

光
こう

産
さん

業
ぎょう

の発展
はってん

 5 4 3 2 1 

交
こう

通
つう

 
10 道

どう

路
ろ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

11 公 共
こうきょう

交通
こうつう

 (バス等
など

)の 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

防
ぼう

犯
はん

・防
ぼう

災
さい

 12 防
ぼう

犯
はん

・防
ぼう

災
さい

対
たい

策
さく

の 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

 

・ 

都
と

市
し

環
かん

境
きょう

 

13 自然
し ぜ ん

環 境
かんきょう

の保
ほ

全
ぜん

 5 4 3 2 1 

14 伝
でん

統
とう

的
てき

な文
ぶん

化
か

の保
ほ

全
ぜん

、継
けい

承
しょう

 5 4 3 2 1 

15 河
か

川
せん

・下
げ

水
すい

道
どう

等
など

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

16 公
こう

園
えん

・ 緑
りょく

地
ち

等
など

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

生
せい

活
かつ

関
かん

連
れん

施
し

設
せつ

 

17 スポーツ・娯
ご

楽
らく

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

18 教
きょう

育
いく

・文
ぶん

化
か

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

19 医療
いりょう

・福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 
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将 来
しょうらい

のまちづくりについて（各地域
かくちいき

の将 来
しょうらい

） 

問
とい

６ お住
す

まいの地
ち

域
いき

のまちづくりについて、今
こん

後
ご

、どのようなことが 重
じゅう

要
よう

だと思
おも

いますか。 

次
つぎ

の項
こう

目
もく

ごとに、あてはまるものを１つずつ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

今
こん

後
ご

のまちづくりの「重
じゅう

要
よう

度
ど

」 

項
こう

 目
もく

 重
じゅう

要
よう まあ 

重
じゅう

要
よう 普

ふ

通
つう

 

あまり

重
じゅう

要
よう

でない

重
じゅう

要
よう

でない

記
き

入
にゅう

例
れい

）1 自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

の保
ほ

全
ぜん

      ⇒ 5 4 3 2 1 

住宅地
じゅうたくち

 

・ 

市
し

街
がい

地
ち

 

1 現
げん

在
ざい

の住宅地
じゅうたくち

の改
かい

善
ぜん

 5 4 3 2 1 

2 新
あたら

しい住宅地
じゅうたくち

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

3 市
し

の中心市街地
ちゅうしんしがいち

の 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

4 各
かく

町
まち

の中 心 街
ちゅうしんがい

の活
かっ

性
せい

化
か

 5 4 3 2 1 

5 道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

での商 業 地
しょうぎょうち

の形
けい

成
せい

 5 4 3 2 1 

就
しゅう

業
ぎょう

・産
さん

業
ぎょう

 

6 工場誘致
こうじょうゆうち

や既
き

存
ぞん

工
こう

場
じょう

の拡
かく

充
じゅう

 5 4 3 2 1 

7 企業
きぎょう

誘致
ゆ う ち

の推進
すいしん

 5 4 3 2 1 

8 農業基盤
のうぎょうきばん

の整
せい

備
び

・ 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

9 観
かん

光
こう

産
さん

業
ぎょう

の発展
はってん

 5 4 3 2 1 

交
こう

通
つう

 
10 道

どう

路
ろ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

11 公 共
こうきょう

交通
こうつう

 (バス等
など

)の 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

防
ぼう

犯
はん

・防
ぼう

災
さい

 12 防
ぼう

犯
はん

・防
ぼう

災
さい

対
たい

策
さく

の 充
じゅう

実
じつ

度
ど

 5 4 3 2 1 

自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

 

・ 

都
と

市
し

環
かん

境
きょう

 

13 自然
し ぜ ん

環 境
かんきょう

の保
ほ

全
ぜん

 5 4 3 2 1 

14 伝
でん

統
とう

的
てき

な文
ぶん

化
か

の保
ほ

全
ぜん

、継
けい

承
しょう

 5 4 3 2 1 

15 河
か

川
せん

・下
げ

水
すい

道
どう

等
など

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

16 公
こう

園
えん

・ 緑
りょく

地
ち

等
など

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

生
せい

活
かつ

関
かん

連
れん

施
し

設
せつ

 

17 スポーツ・娯
ご

楽
らく

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

18 教
きょう

育
いく

・文
ぶん

化
か

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 

19 医療
いりょう

・福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

 5 4 3 2 1 
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●甲
こう

賀
か

市
し

全
ぜん

体
たい

についてお伺
うかが

いします。 

将
しょう

来
らい

の都市像
と し ぞ う

（まちの 姿
すがた

）について 

問
とい

７ 甲
こう

賀
か

市
し

における中心地
ちゅうしんち

の役
やく

割
わり

分
ぶん

担
たん

について、今
こん

後
ご

どのようにまちづくりを進
すす

めると良
よ

いと

思
おも

いますか。 

あてはまるものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

 １ 旧
きゅう

５ 町
ちょう

それぞれの中心地
ちゅうしんち

を地
ち

域
いき

の核
かく

として、特
とく

性
せい

を生
い

かした整
せい

備
び

をする。 

 ２ 甲
こう

賀
か

市
し

全
ぜん

体
たい

の中
なか

で１ヶ
か

所
しょ

の中心地
ちゅうしんち

で拠
きょ

点
てん

づくりを進
すす

める。 

 ３ 幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

やインター付
ふ

近
きん

に 新
あたら

しい中心地
ちゅうしんち

を形
けい

成
せい

する。 

 ４ その他
た

（                                   ） 

 

問
とい

８ 甲
こう

賀
か

市
し

の将 来
しょうらい

目
め

指
ざ

すべきまちのイメージについて、あなたのお 考
かんが

えに 最
もっと

も近
ちか

いものはな

んですか。 

あてはまるものを３つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。（複
ふく

数
すう

回
かい

答
とう

） 

 １ 住
じゅう

宅
たく

が主
しゅ

体
たい

となったまち 
 ２ 生

せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

（公共施設
こうきょうしせつ

や大
おお

きな 病
びょう

院
いん

等
など

）

が 充
じゅう

実
じつ

したまち 

 ３ 高
こう

齢
れい

者
しゃ

支
し

援
えん

や子
こ

育
そだ

て環
かん

境
きょう

が 充
じゅう

実
じつ

したまち  ４ 工
こう

業
ぎょう

が発
はっ

展
てん

したまち 

 ５ 高
こう

速
そく

道
どう

路
ろ

を活
い

かした産
さん

業
ぎょう

が発
はっ

展
てん

したまち  ６ 商
しょう

業
ぎょう

が発
はっ

展
てん

したまち 

 ７ 観
かん

光
こう

が盛
さか

んなまち  ８ 自
し

然
ぜん

豊
ゆた

かなまち 

 ９ 田
でん

園
えん

環
かん

境
きょう

に恵
めぐ

まれたまち  

 １０ その他
た

（  その他
た

 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将
しょう

来
らい

、どういうまち

になるといいかなぁ

…。 
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●お住
す

まいの地
ち

域
いき

についてお 伺
うかが

いします。 

土
と

地
ち

利
り

用
よう

について 

お住
す

まいの地
ち

域
いき

の今
こん

後
ご

の土
と

地
ち

利
り

用
よう

（土
と

地
ち

の使
つか

い方
かた

）について、何
なに

が 重
じゅう

要
よう

だと思
おも

いますか。項
こう

目
もく

ごとに、

あなたのお 考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。 

問
とい

９－１【市
し

街
がい

地
ち

について】 最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

 

１ 市
し

街
がい

地
ち

（住宅地
じゅうたくち

や商業地
しょうぎょうち

等
など

）の拡
かく

大
だい

を優
ゆう

先
せん

に 考
かんが

える。 

２ 

 
市
し

街
がい

地
ち

周 辺
しゅうへん

において周 辺
しゅうへん

環 境
かんきょう

に配
はい

慮
りょ

しながら計
けい

画
かく

的
てき

に開
かい

発
はつ

（土
と

地
ち

造
ぞう

成
せい

等
など

）を規
き

制
せい

･誘
ゆう

導
どう

す

る。 

３ 市街地
し が い ち

を拡大
かくだい

せず、現在
げんざい

の空
あ

き家
や

･空
あ

き地
ち

の利
り

活
かつ

用
よう

をする等
など

、今
いま

の生
せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

を向
こう

上
じょう

させる。

問
とい

９－２【 商
しょう

業
ぎょう

地
ち

について】 最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 大
おお

型
がた

商業施設
しょうぎょうしせつ

の誘
ゆう

致
ち

や、新
あら

たな商業施設
しょうぎょうしせつ

が立
りっ

地
ち

できるよう商業用地
しょうぎょうようち

の拡
かく

大
だい

を図
はか

る。 

２ 駅
えき

周
しゅう

辺
へん

や幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

沿
ぞ

い、または観
かん

光
こう

地
ち

に商業施設
しょうぎょうしせつ

を集 積
しゅうせき

させて活
かっ

性
せい

化
か

を図
はか

る。 

３ 

 

住宅地
じゅうたくち

の近
ちか

くに日
にち

用
よう

品
ひん

を 扱
あつか

う 商
しょう

店
てん

･スーパーやコンビニエンスストア等
など

、小規模
し ょ う き ぼ

な商業施設
しょうぎょうしせつ

を確
かく

保
ほ

する。 

問
とい

９－３【工
こう

業
ぎょう

地
ち

について】最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 新
あら

たに工業地
こうぎょうち

を拡
かく

大
だい

し、積極的
せっきょくてき

に企業誘致
き ぎ ょ う ゆ う ち

を進
すす

める。 

２ インターチェンジ周 辺
しゅうへん

や幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

等
など

、立
りっ

地
ち

に適
てき

した場
ば

所
しょ

に工 場
こうじょう

を集 積
しゅうせき

させる。 

３ 現 状
げんじょう

の工 場
こうじょう

が操 業
そうぎょう

しやすい環 境
かんきょう

を向 上
こうじょう

、維
い

持
じ

する。 

問
とい

９－４【幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

について】最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 

 
現
げん

在
ざい

の市
し

街
がい

地
ち

の外
そと

側
がわ

でも幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

に需
じゅ

要
よう

があれば、積極的
せっきょくてき

に商業施設
しょうぎょうしせつ

を建
た

てられるよう

にする。 

２ 幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

は、限
げん

定
てい

された区
く

域
いき

にのみ商業機能
しょうぎょうきのう

を確
かく

保
ほ

する。 

３ 

 

幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

沿
えん

道
どう

には、大
おお

きくまとまった商業機能
しょうぎょうきのう

は設
もう

けず、日
にち

用
よう

品
ひん

等
など

の買
か

い物
もの

ができる必
ひつ

要
よう

最
さい

低
てい

限
げん

の 商
しょう

業
ぎょう

機
き

能
のう

だけ確
かく

保
ほ

する。 

問
とい

９－５【農
のう

地
ち

について】 最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 工
こう

業
ぎょう

や 商
しょう

業
ぎょう

等
など

の産
さん

業
ぎょう

の振
しん

興
こう

を優
ゆう

先
せん

し、積
せっ

極
きょく

的
てき

な農
のう

地
ち

の転
てん

用
よう

※（開
かい

発
はつ

）を 行
おこな

う。 

２ 

 
開
かい

発
はつ

する農
のう

地
ち

と、保
ほ

全
ぜん

または整
せい

備
び

する農
のう

地
ち

を計
けい

画
かく

的
てき

に分
わ

け、バランスの取
と

れた土
と

地
ち

利
り

用
よう

を 行
おこな

う。 

３ 食 糧
しょくりょう

の 供 給
きょうきゅう

や貯
ちょ

水
すい

機
き

能
のう

を担
にな

うため、農
のう

地
ち

を積
せっ

極
きょく

的
てき

に保
ほ

全
ぜん

または整
せい

備
び

する。 

※農
のう

地
ち

の転
てん

用
よう

：農
のう

地
ち

を 住
じゅう

宅
たく

地
ち

、工
こう

業
ぎょう

用
よう

地
ち

、道
どう

路
ろ

、店
てん

舗
ぽ

等
など

の用
よう

地
ち

に転
てん

換
かん

すること
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公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

について 

お住
す

まいの地
ち

域
いき

の今
こん

後
ご

の公 共
こうきょう

施設
し せ つ

整
せい

備
び

について、何
なに

が 重
じゅう

要
よう

だと思
おも

いますか。項
こう

目
もく

ごとに、あなたのお 考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。 

 

問
とい

１０-１【道
どう

路
ろ

等
など

の整
せい

備
び

について】 最
もっと

も重 要
じゅうよう

だだと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけて

ください。 

１ 市外
し が い

や市
し

内
ない

相
そう

互
ご

をつなぐ幹
かん

線
せん

道
どう

路
ろ

（大
おお

きな道
どう

路
ろ

）の新
しん

設
せつ

や拡
かく

幅
ふく

の整
せい

備
び

を進
すす

める。 

２ 市内
し な い

の道路
ど う ろ

の新設
しんせつ

や拡幅
かくふく

等
とう

を、優
ゆう

先
せん

順
じゅん

位
い

を付
つ

けて整
せい

備
び

を進
すす

める。 

３ 現在
げんざい

ある生
せい

活
かつ

道
どう

路
ろ

や鉄
てつ

道
どう

駅
えき

までの道
どう

路
ろ

の改
かい

善
ぜん

を進
すす

める。 

問
とい

１０-２【交
こう

通
つう

施
し

設
せつ

の整
せい

備
び

について】 最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけて

ください。 

１ 市外
し が い

や市
し

内
ない

相
そう

互
ご

をつなぐ鉄
てつ

道
どう

、路
ろ

線
せん

バスを使
つか

いやすくする。 

２ 市
し

内
ない

の地
ち

域
いき

間
かん

を結
むす

ぶミュニティバス等
など

を使
つか

いやすくする。 

３ 歩
ほ

道
どう

・信
しん

号
ごう

の設
せっ

置
ち

やバリアフリー化
か

※等
など

、現
げん

状
じょう

の道
どう

路
ろ

施設
し せ つ

等
など

の改
かい

善
ぜん

、整
せい

備
び

を進
すす

める。 

※バリアフリー化
か

… 障
しょう

がい者
しゃ

や高
こう

齢
れい

者
しゃ

の移
い

動
どう

等
とう

における 障
しょう

害
がい

（道
どう

や床
ゆか

の段
だん

差
さ

等
など

）を取
と

り除
のぞ

こうという 考
かんが

え方
かた

 

問
とい

１０-３【公
こう

園
えん

・緑地
りょくち

等
など

の整
せい

備
び

について】最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつ

けてください。 

１ 

 

多
おお

くの人
ひと

が集
つど

う、まちの顔
かお

となる大
おお

きな公
こう

園
えん

・ 緑
りょく

地
ち

を 充
じゅう

実
じつ

・確
かく

保
ほ

する。（水
みな

口
くち

スポーツ

の森
もり

等
など

） 

２ 

 

身
み

近
ぢか

で気
き

軽
がる

に利
り

用
よう

できる公
こう

園
えん

・緑地
りょくち

の確
かく

保
ほ

や緑化
りょくか

の推
すい

進
しん

により、新
あら

たな公
こう

園
えん

を数
かず

多
おお

く確
かく

保
ほ

する。

（団
だん

地
ち

内
ない

の公
こう

園
えん

等
など

） 

３ 新
あら

たな公
こう

園
えん

・緑地
りょくち

を確
かく

保
ほ

するよりも、現
げん

状
じょう

の公
こう

園
えん

・緑地
りょくち

を再
さい

整
せい

備
び

する。 

問
とい

１０-４【河
か

川
せん

・下
げ

水
すい

道
どう

等
など

の整
せい

備
び

について】最
もっと

も重 要
じゅうよう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

を

つけてください。 

１ 河
か

川
せん

の環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

（水
すい

質
しつ

改
かい

善
ぜん

等
など

）のための整
せい

備
び

を進
すす

める。（下
げ

水
すい

道
どう

の整
せい

備
び

等
など

） 

２ 

 

自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

と 調
ちょう

和
わ

した、人
ひと

々
びと

の憩
いこ

いの場
ば

となる親
しん

水
すい

空
くう

間
かん

（河
か

川
せん

の水
みず

辺
べ

）として整
せい

備
び

する。

（河
か

川
せん

公
こう

園
えん

の整
せい

備
び

等
など

） 

３ 浸
しん

水
すい

･洪
こう

水
ずい

等
など

の災
さい

害
がい

が起
お

こりにくいように改
かい

修
しゅう

・整
せい

備
び

する。（堤
てい

防
ぼう

の整
せい

備
び

等
など

） 
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自
し

然
ぜん

や景
けい

観
かん

について 

問
とい

１１ お住
す

まいの地
ち

域
いき

のまちなみや景
けい

観
かん

づくりについて、何
なに

が重 要
じゅうよう

だだと思
おも

いますか。 

最
もっと

も 重
じゅう

要
よう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 各
かく

地
ち

域
いき

の市
し

街
がい

地
ち

は、その地
ち

域
いき

ごとにふさわしい 良
りょう

好
こう

な景
けい

観
かん

づくりを進
すす

める。 

２ 歴
れき

史
し

や文
ぶん

化
か

に優
すぐ

れた、地
ち

域
いき

を活
い

かした景
けい

観
かん

づくりを進
すす

める。 

３ 自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

を活
い

かした景
けい

観
かん

づくりを進
すす

める。 

４ 地
ち

域
いき

による景
けい

観
かん

づくりへの活
かつ

動
どう

を支
し

援
えん

する等
など

、地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

主
しゅ

体
たい

の景
けい

観
かん

づくりを進
すす

める。 

 

 

防
ぼう

災
さい

、安
あん

全
ぜん

安
あん

心
しん

について 

問
とい

１２ お住
す

まいの地
ち

域
いき

の防
ぼう

災
さい

や安
あん

全
ぜん

安
あん

心
しん

なまちづくりについて、特
とく

に何
なに

が重 要
じゅうよう

だと思
おも

いますか。 

最
もっと

も 重
じゅう

要
よう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ 道
どう

路
ろ

や公
こう

園
えん

等
など

の避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

･避
ひ

難
なん

路
ろ

等
など

の整
せい

備
び

を 行
おこな

う。 

２ 住
じゅう

宅
たく

や建
けん

築
ちく

物
ぶつ

の耐
たい

震
しん

化
か

や耐
たい

火
か

構
こう

造
ぞう

化
か

等
など

、災
さい

害
がい

に強
つよ

い建
たて

物
もの

への改
かい

善
ぜん

を 行
おこな

う。 

３ 水
すい

害
がい

対
たい

策
さく

、 急
きゅう

傾
けい

斜
しゃ

地
ち

対
たい

策
さく

等
など

、災
さい

害
がい

防
ぼう

止
し

のための河
か

川
せん

や山
さん

林
りん

の整
せい

備
び

、保
ほ

全
ぜん

を 行
おこな

う。 

４ 地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

や企
き

業
ぎょう

等
など

による自
じ

主
しゅ

防
ぼう

災
さい

組
そ

織
しき

の 強
きょう

化
か

に関
かん

する取
とり

組
くみ

を進
すす

める。 
 
 

 

住
じゅう

民
みん

参
さん

加
か

のまちづくり、まちづくりへのご意
い

見
けん

について 

問
とい

１３ 今
こん

後
ご

、甲
こう

賀
か

市
し

のまちづくりに 住
じゅう

民
みん

の方
かた

はどのように関
かか

わっていくことが望
のぞ

ましいと思
おも

いますか。 

最
もっと

も 重
じゅう

要
よう

だと思
おも

うものを１つ選
えら

んで番
ばん

号
ごう

に○ 印
しるし

をつけてください。 

１ まちづくり等
など

の計
けい

画
かく

案
あん

をつくる段
だん

階
かい

でのワークショップ※や検
けん

討
とう

会
かい

への参
さん

加
か

 

２ 計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

後
ご

の説
せつ

明
めい

会
かい

や意
い

見
けん

交
こう

換
かん

会
かい

への参
さん

加
か

 

３ 講
こう

演
えん

会
かい

やシンポジウムへの参
さん

加
か

 

４ インターネットによる意
い

見
けん

の応
おう

募
ぼ

 

５ その他
た

（                                   ） 

※ワークショップ…参
さん

加
か

者
しゃ

が 自
みずか

ら参
さん

加
か

・体
たい

験
けん

し、一
いっ

緒
しょ

に何
なに

かを創
つく

りだす手
しゅ

法
ほう
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問
とい

１４ 甲
こう

賀
か

市
し

の今
こん

後
ご

のまちづくりについて、ご意
い

見
けん

・ご提
てい

案
あん

がございましたらお聞
き

かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ アンケートは以上
いじょう

です。ご 協
きょう

力
りょく

ありがとうございました。 ～ 

 

 

 

本
ほん

調
ちょう

査
さ

票
ひょう

は、●月
がつ

●日
にち

（●）までに、 

同
どう

封
ふう

の返
へん

信
しん

用
よう

封
ふう

筒
とう

にてご投
とう

函
かん

ください。 



 

都市計画道路名坂梅が丘線の廃止について 

 

１ 都市計画道路の概要 

 ・名称 ３・５・２０８ 名坂梅が丘線  

・位置 水口町名坂地先～水口町梅が丘地先 

・延長 約２，２９０ｍ 計画道路幅 １２ｍ ２車線 

・計画決定 当初 昭和 36 年 2 月 14 日 最終 平成 13 年 4 月 20 日 

 ・整備済延長 約９００ｍ 

  

２ 都市計画道路の廃止の経緯 

  都市計画道路名坂梅が丘線は、昭和３６年に都市計画道路網の一路線として約２４０

０ｍの路線として決定、その後昭和５０年から平成１３年の間に複数回計画変更し、現在

の路線となっております。整備については、約９００ｍの整備後、残り約６割の区間が未

整備となっております。 

この路線については、地元区より計画道路の廃止要望もあり、未整備の都市計画道路

の見直しの必要性もあることから、平成２５年度に「甲賀市都市計画道路見直し検討委員

会」を設置し、都市計画道路名坂梅が丘線の見直しについて検討いたしました。 

その結果、補助幹線道路及び水口中心街への連絡通路として計画していましたが、近

年、商業地等の分散化及び周辺道路の整備による交通量の減少並びに代替機能の確保によ

り、廃止しても支障が無いと判断いたしました。 

 

３ 周辺道路整備について 

①市道名坂・本綾野２号線の整備については、平成２８年度より工事着手予定です。 

国道１号交差道路として、東名坂地先の②市道名坂・本綾野線及び松尾地先の③市道

松尾・山幹線が供用開始済みです。 

 

４ 手続きの流れ 

   地域説明会等（綾野学区区長会等）       ７月～９月(済) 

     ↓ 

   各区意見聴取 ≪特に意見なし≫ 

     ↓ 

   関係機関協議（警察、国道・県道道路管理者等） ６月～７月(済) 

     ↓ 

   滋賀県事前協議               １０月～１１月予定 

     ↓ 

   変更(廃止)公告・縦覧            １２月予定 

     ↓ ←意見 

   甲賀市都市計画審議会         Ｈ２８年１月～２月予定 

     ↓ 

   滋賀県協議              Ｈ２８年３月予定 

     ↓ 

   廃止決定告示             Ｈ２８年４月予定   

資料３ 

1 



【廃止】

3･5･208 名坂梅が丘線

幅員12m 延長2,290m

総 括 図

2



3

３．５．２０８  名坂梅が丘線

①名坂本綾野 
 2号線(計画) 

②名坂･本綾野線 

③松尾・山幹線 



4

３．５．２０８　名坂梅が丘線の変遷

　当初、都市計画道路２．３．８芦谷小久保線として都市計画決定

　昭和５０年　起終点等を変更し３．５．２０８名坂的場線として都市計画決定
　昭和５２年　他都市計画道路の決定による変更（2.5.212）

2.3.8芦谷小久保線 

2.5.208名坂的場線 

4 



5

３．５．２０８　名坂梅が丘線の変遷

　平成４年　他都市計画道路の路線変更等に伴う変更

　平成１２年　他都市計画道路の路線変更等に伴う変更

2.5.208名坂的場線 

2.5.208名坂的場線 

 



6

　平成１３年　終点の変更に伴い路線名名坂梅が丘線に変更

３．５．２０８　名坂梅が丘線の変遷

 平成２３年から現状　２．５．２０８名坂梅が丘線

2.5.208名坂梅が丘線 

2.5.208名坂梅が丘線 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料４

（地元説明会配布資料）

市街化調整区域における地区計画の推進について

１．地区計画を推進する目的
　　市街化調整区域には、限られたものしか建築できなくなっています。そのため以前、 

　市街化調整区域の集落において、集落外の方が集落内の空き地に住宅の建築を希望され

　ましたが、現在の制度ではその土地に住宅を建築することができないため断念されたと

　いう事例がありました。

　　このような事例を解消し、人口定住化や集落内の住環境整備を促進する目的のための

　施策として、甲賀市は「市街化調整区域の地区計画」を推進しております。

　　そのため、集落の皆様と共に計画づくりを進めてまいりたいと考えております。

２．市街化区域と市街化調整区域　（ 線引き ）  及び 青地と白地とは
　   ①市街化区域・・・・・既に市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に市街

　　　　　　　　　　　　 化を図るべき区域　

　 ②市街化調整区域・・・市街化を抑制する区域　(法令等に基づき建築可能要件があります)

　　　　　　　　　　　　 ※①と②は別表一覧をご覧ください。

　 ③青地・・・・・・・・農業振興地域内の農用地　⇒ほ場整備田など

　 ④白地・・・・・・・・農業振興地域内の農用地区域以外農地　⇒農業用倉庫用地等

３．市街化調整区域の地区計画とは
　　特定の区域内における「まちづくりのル－ル」のことで、住民の方の意向を反映しな

　 がら、地区(集落)ごとに応じた計画を定め、人口を定住化させ住みよいまちづくりを進

   める制度です。

４．地区計画の概要及び必要事項
　【概　要】

　　　建築行為について（抜粋）

　　　・だれでも住宅の新築が可能となります。

　　　・用途は戸建て専用住宅（共同住宅、寄宿舎等は除く）

　【必要事項等】

　　　・地区計画設定について、住民の１００％同意が必要となります。

　　　・計画書を作成し甲賀市都市計画審議会の答申を経て、県知事の同意を得ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                               

1



現況 地区計画設定後

地区計画のイメ－ジ

2



市街化調整区域における地区計画の策定にかかる運用基準の概要 

 

甲賀市の市街化調整区域における地区計画の策定にかかる運用基準は、国土交通省の「都市計画運用

指針」及び滋賀県の「市街化調整区域における地区計画の策定に係る運用方針」「大規模開発型地区計

画の取り扱い」に基づき、以下のように設定しています。 

平成２０年１０月１日施行 

項    目 内               容 

目  的 

（第１条） 

甲賀市の市街化調整区域における地区計画制度の運用及び地区計画の原案を作成す

るための素案の作成に関し必要な事項を定めることにより、市街化調整区域における秩序

ある土地利用の形成、良好な環境の整備と保全を図ることを目的とする。 

用語の定義 

（第２条） 

省   略 

適用範囲 

（第３条） 

省   略 

基本方針 

（第４条） 

運用基準は、国、県の運用指針に基づくとともに、甲賀市基本構想及び甲賀市都市計

画マスタープラン等との整合を図るものとする。 

適用区域の制限 

（第５条） 

地区計画の区域には、次に掲げる区域又は地域は含まない。 

（１）自然公園法に基づく特別地域 

（２）滋賀県立自然公園条例に基づく指定区域 

（３）自然環境保全法に基づく自然環境保全地域 

（４）滋賀県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域 

（５）鳥獣保護区 

（６）文化財保護法による指定地域 

（７）保安林、保安施設地区 

（８）農用地区域 

（９）農地転用が許可されないと見込まれる農用地 

（１０）土地改良法に基づく事業計画区域および実施区域 

（１１）砂防指定区域 

（１２）地すべり防止区域 

（１３）急傾斜地崩壊危険区域 

（１４）土砂災害特別警戒区域 

対象区域及び地区

計画の類型 

（第６条） 

１．地区計画の対象区域及びその周辺は、道路、水路、河川、公共施設等が良好な社

会生活を営む水準で整備されている地域とする。 

２．地区計画の類型は、「既存集落型」「宅地活用継続型」「沿道型・駅近接型」「沿道

型(非住居系)」「大規模開発型」とする。 

区域の設定 

（第７条） 

１．区域は、道路、水路等の公共用地の地形、地物により明確かつ恒久的に区分する。 

２．住居系の区域は、区域面積に応じた適切な住宅戸数を確保する。宅地活用継続型

は、概ね１０区画を最低戸数規模の基準とする。 

３．区域の基準面積 

大規模開発型 ２０ｈａ以上 （産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維

持又は増進に著しく寄与する開発行為にあっては５ｈａ以上）５０ｈ

ａ未満 

それ以外     ０．５ｈａ以上２０ｈａ未満 （ただし、宅地活用継続型でやむを得な

い場合は、最小面積を０．３ｈａとすることができる） 

3 



地区計画の内容 

（第８条） 

地区計画は、区域の整備、開発及び保全の方針並びに地区整備計画を都市計画に定

める。 （別表１） 

地区計画の方針 

（第９条） 

まちづくりの基本的な方向を示す総合的な指針として、次に掲げる事項について定める。 

（１）地区計画の目標 

（２）土地利用の方針 

（３）地区施設の整備の方針 

（４）建築物等の整備の方針 

（５）その他区域の整備、開発及び保全に関する方針 （別表１） 

地区整備計画 

（第１０条） 

地区計画の方針に基づき、地区計画の目標を達成するため、地区施設、建築物、土地

の利用等、当該地区の特性に応じた必要な事項について定める。（別表１） 

地区施設等に関する

事項 

（第１１条） 

１． 策定区域の接道要件 

既存集落型、宅地活用継続型  幅員６．０ｍ以上の道路 

沿道型・駅近接型、大規模開発型(主として住宅) 幅員６．５ｍ以上の道路 

沿道型(非住宅系)、大規模開発型(住宅以外)  幅員９．０ｍ以上の道路 

２．当該地区施設に関する基準は、都市計画に基づく開発行為に関する技術基準と同

等以上の基準に適合する。 （別表１） 

建築物等用途の制

限に関する事項 

（第１２条） 

１．市街化調整区域におけるゆとりのある良好な都市環境の維持及び増進を図るため、

地区計画の類型別運用基準表（別表２）に応じ、当該対象地区の特性に応じた必要

な事項について定める。 

２．区域内の既存の建築物についてはこれらの全てを適用除外とし、既に建築物が建って

いる敷地は敷地面積の最低限度を除外とすることができる。 

基本的事項 

（第１３条） 

１．当該都市計画区域における計画的な市街化に支障がないように定める。 

２．農業などの既存の土地利用の実態及び計画を優先する。 

３．必要以上に農地を含まない。 

住民の合意形成 

（第１４条） 

１．地区計画の素案の作成にあたって、検討の段階から当該地区及び周辺住民の参加の

機会を設け、説明会等を実施し、住民の意見を地区計画に反映させるよう努める。 

２．前項の規定により地区計画の素案を作成するときは、原則として当該地区計画区域

の利害関係人全員の同意を得なければならない。 

地区計画の素案の

申出 （第１５条） 

住民又は利害関係人は、条例の定めるところにより地区計画の素案を市長に申し出を行

うことができる。 

関係部署との協議 

（第１６条） 

地区計画の素案の作成にあたって、市都市計画課その他関係する部署と調整を重ね、そ

の内容の充実に努める。 

指導又は助言 

（第１７条） 

市長は、必要があると認めたときは、地区計画の素案の作成について指導し又は助言する

ことができる。 

地区計画の原案の

策定 （第１８条） 

市長は、申し出が行われたときは、甲賀市都市計画審議会の意見を聞き、地区計画の

案を作成する等、必要な措置を講じる。 

都市計画に係る手

続き （第１９条） 

１．市長は、都市計画を決定しようとするときは、甲賀市都市計画審議会の議を経て決定

する。 

２．市長は、都市計画を決定しようとするときはあらかじめ滋賀県知事に協議し、その同意

を得なければならない。 

条例による制限の適

用 （第２０条） 

市長は、地区計画の区域内において当該地区の内容として定めたものを、建築基準法第

６８条の２第１項に基づく条例を制定し制限する。 

事業の実施 

（第２１条） 

１．事業者は、地区計画が定められた日から、原則として１年以内に事業に着手するものと

する。 

２．事業者はやむを得ない事由により一体的開発が困難な場合は、市長が必要と認めた

事項を記載した整備計画を策定し承認を得なければならない。 
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別表 ２ 

地区計画の類型別運用基準表（第６、７、１２条関係） 

地区計画の類型 既存集落型 宅地活用継続型 沿道型・駅近接型 沿道型（非住居系） 
大規模開発型 
（主として住宅） 

大規模開発型 
（主として住宅以外） 

区域の基準面積 ０．５ｈａ～２０ｈａ 
０．５ｈａ～２０ｈａ 
（最小０．３ｈａ） 

０．５ｈａ～２０ｈａ ０．５ｈａ～２０ｈａ 
２０ｈａ以上５０ｈａ未満 

（５ｈａ以上） 
  ２０ｈａ以上 

（５ｈａ以上） 

区域が接する道路 幅員６．０ｍ以上 幅員６．０ｍ以上 幅員６．５ｍ以上 幅員９．０ｍ以上 幅員６．５ｍ以上 幅員９．０ｍ以上 

土地利用方針 戸建専用住宅主体 
流通業務、観光・レクリェ

ーション等主体 
戸建専用住宅主体 

法律等に基づき策定された

計画による内容のもの 

建築物等の用途の制

限 

第１種低層住宅専用地域の範囲内 
（ただし、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿は除

く） 

第１種中高層住宅専用地

域の範囲内 
（ただし、長屋、共同住宅、

寄宿舎、下宿は除く） 

住居系を除く都市計画

法第３４条の考え方に沿

ったもの 

第１種低層住宅専用地域の

範囲内 
（ただし、長屋、共同住宅、寄

宿舎、下宿は除く） 

都市計画マスタープラン等の

計画と整合のとれた用途で

隣接する市街化区域の用

途地域と調和するもの 

容積率の最高限度 １００％ １００％ ２００％ ２００％ １００％ ２００％ 

建ぺい率の最高限度 ６０％ ６０％ ６０％ ６０％ ６０％ ６０％ 

敷地面積の最低限度 ２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上 ２００㎡以上 

壁面の位置の制限 道路、隣地境界から１ｍ以上 必要に応じて定める 必要に応じて定める 道路、隣地境界から１ｍ以上 必要に応じて定める 

建築物の高さの最高限

度 
１０ｍ １２ｍ 

周囲の景観と調和した

高さとする 
１０ｍ 

周囲の景観と調和した高さ

とする 
建築物の階数の最高

限度 
― ― ― ― ― ― 

日影規制、北側斜線 第１種低層住居専用地域の基準 
第１種中高層住居専用地

域の基準 
必要に応じて定める 

第１種低層住居専用地域の

基準 
必要に応じて定める 

建築物の形態または意

匠の制限 
周辺の環境及び景観との調和が図られるよう定める。 

垣または柵の構造の制

限 
緑地の現況、地域の特性を考慮し、原則として生け垣とすること等、周辺の環境及び景観との調和が図られるよう定める。 

 

 



既存集落型      一団の街区を形成する既存の集落及びその周辺（おおむね５０以上の建築物が連たんしている土地の区域）の区域において、必要な公共施設等の

整備が担保されており、良好な居住環境を形成することが可能な区域で、集落のコミュニティを維持、改善する等の目的で行う地区計画 

 

宅地活用継続型   ア 既存集落を除いて、既に造成されている住宅団地等の地区計画 

イ 工場、事業所等の立地により既に宅地化されている区域又は都市計画法及びその他の法律により整備された区域において、周辺環境との調

和を図りながら継続的な土地利用を図っていく地区計画 

 

沿道型・駅近接型  既存集落や沿道地域（鉄道駅に面する及び近接した地域、又は２車線以上の整備された幹線道路に面する地域）で、既に住宅が点在しているよ

うな区域において、地域の特性を活かし、住宅や居住者のための利便施設等を計画的に配置していく地区計画 

 

沿道型(非住居系)  幹線道路沿道において、無秩序な開発の進行又はおそれがある場合、適正な土地利用の整序を図るため、許容する用途や土地利用の範囲を限

定し用途の混在を防止するとともに、良好な環境を計画的に形成し将来においても維持・保全を目的とした地区計画 

 

大規模開発型    ア 甲賀市国土利用計画、甲賀市都市計画マスタープランで位置付けされ、市街化区域における市街化の状況等からみて当該都市計画区域にお

ける計画的な市街化を図る上で支障がなく、かつ、計画の内容、地権者の合意等の状況から判断して確実に実施されると見込まれるものに関す

る事業が行われる土地の区域における地区計画 

イ 「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」（平成 18 年法律第 46 号）による改正前の法第 34 条 10 号イに該

当するものとして開発許可を受け、事業が行われた土地の区域における地区計画 
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□ 甲賀市屋外広告物条例について（概要） 

 甲賀市屋外広告物条例を平成２７年１２月１日より施行します。その概要は次のとおりです。 

 

１ 制定の理由 

 屋外広告物条例は、これまで原則として都道府県、指定都市及び中核市で定められるものでしたが、

平成１６年の景観法の制定及び屋外広告物法の改正によって、一般市町村であっても景観行政団体と

なれば定めることができるようになり、景観を構成する重要な要素である屋外広告物行政について、

権限移譲による許可や簡易除却事務だけでなく、景観行政と一元的にルールづくりを行うことができ

るようになりました。 

 甲賀市でも平成２２年４月より滋賀県から権限移譲を受け、滋賀県屋外広告物条例に基づく許可等

の事務を行っており、平成２４年４月に甲賀市景観条例を制定し景観行政団体に移行しました。また、

平成２５年１月に「甲賀市景観計画」を策定し、当市独自の屋外広告物条例を制定することを明記し

ております。今回、県条例を基本に地域の特性を踏まえた良好な景観形成の誘導を図っていくため、

「甲賀市屋外広告物条例」を制定するものです。 

 

良好な景観の中に、突然大きな広告物が出来たら・・・ 

    
 

    
 

最初は綺麗だった屋外広告物も、きちんとメンテナンスがされないと、逆効果になってしまいます。 

 

 

                     
 

今ある良好な甲賀市の景観が、屋外広告物によって阻害されないよう、甲賀市屋外広告物条例を制定します。 
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２ 屋外広告物とは 

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼紙及び貼札

並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに類する

ものをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■屋外広告物の種類 

分類 自家用広告物 
非自家用広告物 

道標・案内図板 一般広告物 

定義 

自己の氏名、名称、店名、商標、事業又

は営業の内容を表示するため自己の住

所、事業所、営業所又は作業場に表示す

るもの 

自己の敷地以外に設置し、店

舗等への案内誘導のために

設置される、表示面積の４

０％以上が地図や矢印、案内

内容であるもの 

左記以外の屋外広告物 

イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

  

 

３ 現行（滋賀県条例）からの主な変更点 

１ 条例対象区域を拡大します。 

条例の対象区域を景観計画と整合させ、市内全域とします。 

■信楽町及び土山町の都市計画区域外の一部の地域を対象区域に加えます。 

  

２ 禁止地域の範囲を一部拡大、強化します。 

禁止地域は、原則広告物の表示、設置を禁止する地域ですが、広告物の種類や規模により基準

の範囲内で掲出することができます。 

〈基準を強化する区域〉 

■国宝や重要文化財の周囲、紫香楽宮跡、景観計画の景観形成地区のうち、「東海道土山宿形成

地区」及び「土山地域東海道まちなみ景観形成地区」を第１種禁止地域とし、街並みや 

〈屋外広告物の例〉 
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周辺環境を保全するため制限を強化します。 

（琵琶湖周辺地域レベル基準を適用） 

〈拡大する区域〉 

■景観計画でも明記していますインターチェンジの周辺の 

規制強化を図ります。（道路敷きから５００ｍの範囲） 

  

 

３ 許可基準等を一部強化します。 

■許可地域を５地域から３地域に変更し、規制を一部強化します。 

■自然豊かな景観を守るため、高さ制限を強化します。 

①屋上広告物の高さ制限の強化（２０ｍ以下を１０ｍ以下。１０ｍ以下を５ｍ以下とします。） 

②野立広告の高さを表示面の高さではなく、地上からの高さとします。 

    禁止地域及び第１種許可地域内で道標及び案内図板を設置する場合、現行は表示部の高さ

が４．５ｍ以下となっていますが、今回、屋外広告物の高さをできるだけ抑えるため、「地

上から４．５ｍ以下」とします。（他市条例制定時に地上よりに変更している。６市中５市

（高島市、守山市、草津市、彦根市、野洲市）が地上からの高さ制限としています。） 

■地色の規制を景観計画に合わせ、黒及び原色の使用規制から高彩度色の使用規制に変更し、

強化します。 

〈一部緩和〉 

■新名神高速道路の沿道は、現状は道路から５００ｍの範囲を規制しておりますが、甲賀市内

の新名神道路については、高架や山林地を通るところが多いため、展望可能な３００ｍの範囲

を規制することとします。（高速道路通行車から展望可能な範囲とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 可変表示広告物（映像広告物等）の基準を設けます。 

 映像広告物は、近年ＬＥＤを利用したもの等が設置されるようになり、 

景観や交通安全上の影響が懸念されるため、映像広告にかかる一般基準や 

地域ごとの個別基準を設けます。 

■第１種禁止地域については、自家用広告物でも設置できません。 

■非自家用広告物を禁止し、自家用広告物についても１事業所１基 

とし、設置制限をします。 

 

５ 推奨基準適用地区を指定します。 

景観形成地区、水口地域の旧東海道及び国道１号を推奨基準適用地区に指定し、良好な景観区域

への誘導を図ります。 

■第２種禁止地域の基準を推奨基準とし、これに適合する場合は許可期間３年以内を６年以内と

します。 

〈甲南ＰＡ・ＩＣ〉 

高さ 

4.5ｍ以下 

新名神高速道路 

300ｍ 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 歴史的伝統的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物の指定制度を設けます。 

  東海道など歴史的な景観を守るため及び景観的に優良な広告物を増やすために制度を設けるもの

です。 

 

〈歴史的伝統的意匠屋外広告物〉 

   歴史的伝統的意匠を有し周辺景観と調和する 

広告物を指定します。 

   指定された広告物は許可基準の適用除外とします。 

 

 

〈優良意匠屋外広告物〉 

周辺景観との調和や広告物自体の観点からモデル 

となる広告物を指定します。 

   指定された広告物は、許可期間３年以内を６年以内 

とします。 

 

 

７ その他 

  〈経過措置〉 

    市条例施行前に許可を受けて、適法に掲出されている屋外広告物のうち、市条例の施行に伴

い基準に適合しなくなるものについては、７年の経過措置期間を設けて、新基準に適合するよ

うに計画的な改修をお願いしていきます。 

  〈公共的団体の拡大〉 

    告示により公共的団体に自治会等を追加し拡大を図り、許可申請から届出の手続きに変更し

ます。 

 

          現況 

 

 

 

 

 

          将来 

 

土山国道１号 水口旧東海道 
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■ はじめに  

１ 甲賀市屋外広告物条例の目的 

屋外広告物は、店舗やサービス等の情報を提供する媒体として欠かせないという面がある一

方で、それを目立たせるために大きさや数量、色彩等が過度に強調されることにより、まちな

みの景観を阻害する要因となる側面を持っています。また、甲賀市景観計画では、景観を構成

する重要な要素である屋外広告物について、屋外広告物の許可基準等を見直す方向性を定めて

います。 

この条例は、屋外広告物、屋外広告物を掲出する物件の設置及びこれらの維持について必要

な規制を行うことにより、もって良好な景観形成や風致の維持及び向上を図るとともに、屋外

広告物の破損、落下、倒壊等による公衆に対する危害を防止することを目的とします。 

 

２ ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、甲賀市屋外広告物条例についてわかりやすく解説することを目的として

制作したものです。屋外広告物についてのルールを理解していただき、甲賀市らしい景観の形

成に配慮した屋外広告物の設計にご活用ください。 

また、法・条例による許可手続を必要としない屋外広告物を設置するときも、本ガイドライ

ンを参考に、周辺の景観に調和した魅力的なデザイン・色彩・素材等となるよう努めてくださ

い。 

 

条例による規制を遵守していただくとともに、美しく安全で住みよい甲賀市のまちづくりに

ご協力をお願いします。 
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■ 第１章 屋外広告物について（条例第２条） 

１ 屋外広告物とは 

次の 4 つの要件を全て満たしているものであれば、その表示する内容の如何に関わらず、屋

外広告物法に定める屋外広告物となります。例として、単なる個人の名前、法人の名称、取扱

い商品等の文字表示、会社や商品の商標、シンボルマークといった表示も屋外広告物になりま

す。 

① 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること 

② 屋外で表示される（建築物などの外側にある）こと 

③ 公衆に表示されるものであること 

④ 看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告板、広告塔、建物その他の工作物

に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること 

街頭で配布されるチラシや音声による宣伝放送、サーチライトおよび照明の類、駅構内やバ

ス内、建物内部に掲出された表示物は、「屋外広告物」に該当しません。 

 
 

２ 屋外広告物の種類（主な屋外広告物） 

形態や素材、利用物件による屋外広告物の種類は以下の通りです。 
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■ 第２章 制限等の内容について 

１ 禁止物件（条例第 4 条） 

次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。  

【公共構造物】橋、トンネル、高架構造物など 

【道 路 関 係】道路の路面、分離帯、信号機、道路標識、交通安全施設（ガードレール等）、 

駒止めの類、里程標の類、街路樹、路傍樹など 

【文化的物件】彫像、記念碑、景観重要建造物および景観重要樹木など 

【公共的物件】公共用の石垣・擁壁の類、郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、消火栓、 

防火水槽およびその防護柵、火災報知機、送電用鉄塔、送受信塔、照明塔、 

ガスタンク、水道タンク、その他タンク類 

 

＜違反広告物の例＞ 

  
（橋りょう） （高架構造物） 

      
（街路樹） （道路標識） （彫像） （電話ボックス） （郵便ポスト） （消火栓） 

 

２ 禁止広告物等（条例第５条） 

広告物の状態が次のいずれかに該当する場合は、表示・掲出することが禁止されています。 

① 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの 

② 著しく破損し、又は老朽化したもの 

③ 倒壊又は落下のおそれがあるもの 

④ 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの 

⑤ 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの 

  

 

 

 

 

 

  

 

＜交通安全の観点から＞ 

 信号や道路標識の周囲や、その背後に屋外広告物を表示・掲出しようとする場合は、規模や位置、色彩等に注意し

て、交通安全の妨げにならないようにする必要があります。道路については、車道だけでなく、歩道上にも交通安全

の妨げになる広告物は掲出することは出来ません。 
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３ 適用除外広告物（条例第８条） 

条例が適用されず、禁止地域等にも表示・掲出できる広告物があります。 

① 「禁止物件」、「禁止地域」、「許可地域」であっても規制が適用されない例

（条例第８条第 1項） 

・法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件 

・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はその掲出物件 

・非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物又はその掲出物件 

・景観法により指定された景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良

好な景観を形成すると認められるもの 

・送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔、ガスタンク、水道タンクその他のタンクの類にその所有者又は管

理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広

告物で、表示面積の合計が５㎡未満のもの 

・橋りょう、トンネル、高架構造物、公用又は公共用の石垣、擁壁の類、郵便ポスト、電話ボックス、

公衆便所及び路上変電塔、信号機、道路標識及び交通安全施設、駒止めの類並びに里程標の類、消火

栓、防火水槽及びその防護柵、火災報知機並びに火の見やぐら等に、その所有者又は管理者が管理上

の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、表示面積の合計が５㎡未満のもの 

・ガスタンク、水道タンクその他のタンクの類に表示する広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の

用に供されるものでないもの 

・公益上必要な施設又は物件で寄贈者名等を表示するもののうち、表示方向から見た場合における当該

物件の外郭線を１平面とみなしたものの大きさの１／５以内のもの  
 

② 「禁止地域」、「許可地域」であっても規制が適用されない例 

（条例第８条第２項） 

・自家用広告物で、敷地内の広告物の総量が禁止地域においては 5 ㎡以下、許可地域においては 10 ㎡

以下のもの 

・自己の管理する土地や物件に管理上の必要に基づき表示するもので、敷地内の広告物の総量が禁止地

域においては 5 ㎡以下、許可地域においては 10 ㎡以下のもの 

・団体又は個人が、政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動（営利を目的とす

るものを除く。）のために自己の土地若しくは物件に表示する広告物又はその掲出物件で、敷地内の

広告物の総量が禁止地域においては 5 ㎡以下、許可地域においては 10 ㎡以下のもの。 

・冠婚葬祭、祭礼等のため、慣例上一時的に表示するもの  

・講演会、講習会、音楽会、展覧会その他催事のため、その期間中、その会場敷地内に表示するもの  

・建設工事について、その工事期間中表示されるもの（周囲の景観と調和していること。宣伝の用に供

されるものでないもの）  

・人、動物又は車両、船舶等移動するものに表示するもの 

・地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの 

・政治資金規正法による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、貼紙若しくは

貼札若しくはこれらに類する広告物又はその掲出物件で、基準に適合するもの 

・歴史的伝統的意匠屋外広告物（Ｐ.18 参照） 

・表示又は設置の日及び当該日から 14 日以内に自ら除却する旨並びに責任者の住所、氏名及び連絡先

を明示して表示するもの 
 

③ 通知又は届出が必要となるもの 

国、地方公共団体が表示・掲出する広告物、市長が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示

する広告物については、規制の適用は除外されますが、あらかじめ市長に通知又は届出する必要があり

ます。また、できる限り基準に合わせ景観に配慮したものを表示・掲出してください。 
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４ 地域の区分  

地域の景観的特性を踏まえ、市内全域を禁止地域２種類、許可地域３種類の 5 つに区分して

います。また、推奨基準適用地区を設け、周辺景観に調和した景観へ誘導を図ります。 

 

（１）地域区分表 
 

禁
止
地
域 

第１種 

禁止地域 

・指定した国宝及び重要文化財の建造物のある敷地の周囲 50m 

（八坂神社、飯道神社、新宮神社、加茂神社、油日神社） 

・紫香楽宮 

・景観計画における「東海道土山宿景観形成地区」、「土山地域東海

道まちなみ景観形成地区」 

第２種 

禁止地域 

・第１・２種低層住宅専用地域、都市公園・緑地、古墳・墓地 

・高速道路（新名神）の道路敷 

・国道 307 号沿道景観形成地区のうち道路敷の部分 

・杣川河川景観形成地区のうち河川敷の部分 

・土山地域幹線道軸の地域（国道１号線沿線を除く） 

・国道 477 号全区間（土山地域の範囲）、県道大河原北土山線全区間

の道路敷から 50ｍ以内の地域 

・自然公園特別地域 

・インターチェンジの周辺（道路敷から 500ｍの範囲） 

許
可
地
域
（
※
） 

第１種 

許可地域 

・高速道路（新名神）から 展望可能な 300ｍ以内の地域 

・高速道路（新名神）のうち、土山ＳＡ、甲南ＰＡから展望可能な 500m

以内の地域 

・鉄道から 100ｍ以内の地域 

・指定道路（一般国道及び県道草津伊賀線、県道泉水口線の南林口以

東、市道名坂中邸線）から 30ｍ以内の地域 

第２種 

許可地域 
・第１種許可地域、第３種許可地域を除く他の地域 

第３種 

許可地域 

・第１・２種低層住居専用地域以外の住居系用途地域 

（第１種許可地域を除く） 

※ 禁止地域を除く 
 

推奨基準適用地区（禁止地域を除く） 

第１種 
・土山地域国道１号沿線地区 

・水口地域旧東海道沿線地区 

第２種 

・国道１号の甲賀市土山地域との境界から湖南市との境界までの区間の道路

敷から 30ｍ以内の地域 

・国道 307 号沿道景観形成地区 

・杣川河川景観形成地区 

※ 推奨基準適用地区については該当する上記のいずれかの許可地域の申請要件・基準を

適用します。推奨基準（Ｐ．17）を努力義務とし、この推奨基準に適合する場合、許

可期間が最大３年の屋外広告物について許可期間を最大６年まで延長することができ

ます。ただし、可変表示式広告物は除きます。 
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（２） 地域区分図 
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５ 許可基準 

（１） 一般基準  

許可地域・禁止地域の両方に適用されます。 

 

① 都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、

意匠等を周囲の環境に調和させること。 

○ 

 

○ 

 
② 地色は原則として落ち着いた色彩を用い、高彩度色を使用しないこと。 

× 

 

○ 

 
③ 反射材等を用いる場合は、交通の安全性に十分配慮すること。 

× 

 
○ 

 
④ 蛍光及び発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。 

 昼間 夜間 

× 
  

⑤ 照明を伴うものにあっては、照明の光及び照明器具自体が周辺の景観又は

風致を害しないこと。 

× 

 
○ 

 
⑥ ネオンサイン等は、その点滅速度は努めて緩やかなものとすること。 

× 

 
○ 
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（２）屋外広告物の設置の可否について（簡易判定表） 

 ○：設置可（原則許可が必要です。） ×：設置不可 

広告物 

地域 
自家用広告物 

非自家用広告物 

適用除外 

広告物 
道標・ 

案内図板 

一般広告物 

野立 

広告物 
その他 

第１種禁止地域 

○ 
総面積５㎡以下は許可不要 

○ 
× 

× 
○ 

すべて許可 

不要 

第２種禁止地域 

第１種許可地域 

○ 
総面積１０㎡以下は許可不要 

○ 
第２種許可地域 

○ 
第３種許可地域 

※ 詳しい規制内容については、P10 からの地域区分別及び分類別基準で確認してください。 

 

＜屋外広告物の種類＞ 

自家用広告物 

自己の氏名、名称、店名、商標、事業

又は営業の内容を表示するため自己の

住所、事業所、営業所又は作業場に表

示するもの 

 

非
自
家
用
広
告
物 

道標・案内図板 

自己の敷地以外に設置し、店舗等への

案内誘導のために設置される、表示面

積の 40％以上が地図や矢印、案内内

容であるもの  

一般広告物 

（非自家用広告物） 
上記以外の屋外広告物 

 

適用除外広告物 

法令の規定により表示するものなどの

条例の規定から一部除外されている広

告物 
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（３）地域区分及び分類別基準 

 
 

自家用広告物の表示面積の合計は、15 ㎡以下とします。（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※ 用途地域（第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域を除く）が指定されている

場合は、この規定は適用されません。 

 

 
非自家用広告物は設置できません。ただし、道標・案内図板は設置できます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■道標・案内図板 

 

■非自家用広告物 

■自家用広告物（合計が５㎡までの場合は許可不要） 

第１種禁止地域 

道標・案内図板 

 

屋上広告物 

 

壁面広告物 

突出広告物 

 

可変表示式 

広告物 

・壁面の面積の１／４以下 

・壁面からはみ出さない 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上 

（歩道上 2.7ｍ以上） 

・高さは地上から１０ｍ以下 

・幅は 4.5ｍ以下（※） 

野立広告物 

 

地図や道路名、矢印や距離などの 

案内内容が 広告表示面積の 40％ 

以上であること 

設置できません 

設置できません 

・表示面積は片面３㎡以下（２人以上の場合は５㎡以下） 

・高さは地上から 4.5ｍ以下（指定道路沿線では路面から 4.5ｍ以下） 

・同一広告主が複数設置する場合は、500ｍ以上離すこと 

・国道同士の交差点から 30ｍ以内は設置できません。 
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＜色彩＞ 

① 広告物の地色（※）は、彩度８を超えない。 

本ガイドラインでは、色彩を「マンセル表色系」により表現します。マンセル表色系

では、色彩を色相、明度、彩度の三属性によって表現します。地色（※）として利用で

きる色彩の例は以下の通りです。 

   

  

ＪＩＳ標準色票 光沢版  

【第８版（JIS Z 8721 準拠）】より 

日本規格協会 JIS 色票委員会 監修／

発行：（財）日本規格協会／製作：（財）

日本色彩研究所 

 
 

※ 地色：下地の色 
 

＜色相・彩度・明度（色彩の三属性）について＞ 
・色相は、色の様相の相違であり、赤(Ｒ)、黄(Ｙ)、緑(Ｇ)、青(Ｂ)、紫(Ｐ)等の色名によって

特徴付けられます。 

・彩度は色の鮮やかさ、明度は色の明るさの度合。色相と合わせて色の三属性といいます。 

・マンセル値 5Ｇ 5/10（ごじーごの１０）は、色相 5Ｇ、明度 5、彩度１０を表していま

す。 

 

② 彩度１０を超える色を使用する場合、１面の面積あたり１／３以上使用し

ない。 
 

③ 支柱又は広告物の裏側は、原則濃い茶色とする。 

参考：JIS の慣用色名 

 茶色 5YR 3.5/4   焦茶 5YR 3/2 

 

＜素材＞ 

① 木材、石材等の自然素材を極力用い、これによりがたい場合はこれに模し

たものとし、その素材が表面に表れるように配慮する。 
  

■色彩及び素材 

 

彩度 10 を超える色は、 

1 面の 1／3 以上使用しない 

彩度 8 を超える色は、

地色に使用しない 

ごじー   ご   の  じゅう 

５Ｇ ５ / 10 
色相    明度       彩度 
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自家用広告物の表示面積の合計は、15 ㎡以下とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
非自家用広告物は設置できません。ただし、道標・案内図板は設置できます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

■道標・案内図板 

 

■非自家用広告物 

■自家用広告物（合計が５㎡までの場合は許可不要） 

第２種禁止地域 

道標・案内図板 

 

屋上広告物 

 

突出広告物 

 

・建物の高さ×２／３かつ３ｍ以下 

・建物の幅からはみ出さない 

・片面３㎡以下 

・１事業所に１個 

・壁面の面積の１／３以下 

・壁面からはみ出さない 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上

（歩道上 2.7ｍ以上） 

野立広告物 

 ・高さは地上から 10ｍ以下 

壁面広告物 

 

・表示面積は片面５㎡以下（２人以上の場合は８㎡以下） 

・高さは地上から 4.5ｍ以下（指定道路沿線では路面から 4.5ｍ以下） 

・同一広告主が複数設置する場合は、500ｍ以上離すこと 

・国道同士の交差点から 30ｍ以内は設置 できません 

地図や道路名、矢印や距離などの 

案内内容が 広告表示面積の 40％ 

以上であること 

可変表示式 

広告物 
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■道標・案内図板 

 

■非自家用広告物 

■自家用広告物（合計が 10 ㎡までの場合は許可不要） 

第１種許可地域 

屋上広告物 

 
壁面広告物 

 

突出広告物 

 
野立広告物 

 

道標・案内図板 

 

・建物の高さ×２／３かつ 10ｍ以下 

（住居系用途地域では５ｍ以下） 

 

・壁面の面積の１／２以下 

（住居系用途地域は１／３以下） 

・壁面からはみ出さない 

 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は 地上から 4.7ｍ以上

（歩道上 2.7ｍ以上） 

・高さは地上から 20ｍ以下 

（住居系用途地域は 10ｍ以下） 

・片面 10 ㎡以下かつ(住居系用

途地域は３㎡以下)壁面設置

の場合は、壁面の１／４以下 

・１事業所に１個 

屋上広告物 

 
壁面広告物 

 
・建物の高さ×１／２かつ 10ｍ以下 

（住居系用途地域では５ｍ以下） 

 

・壁面の面積の１／２以下 

（住居系用途地域は１／３以下） 

 

 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上

（歩道上 2.7ｍ以上） 

野立広告物 

 
突出広告物 

 設置できません 

※道標・案内図板は

設置できます。 

 

・表示面積は片面５㎡以下（２人以上の場合

は８㎡以下） 

・高さは地上から 4.5ｍ以下（指定道路沿線

では路面から 4.5ｍ以下） 

・同一広告主が複数設置する場合は、100ｍ

×100ｍの範囲内に２個以内 

・国道同士の交差点から 30ｍ以内は設置で

きません 

設置できません 

可変表示式広告物 

可変表示式広告物 

地図や道路名、矢印や距離

などの案内内容が 広告表

示面積の 40％以上である

こと 
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■非自家用広告物 

■自家用広告物（合計が 10 ㎡までの場合は許可不要） 

第２種許可地域 

・壁面の面積の１／２以下 

・壁面からはみ出さない 

 

屋上広告物 

 
壁面広告物 

 

突出広告物 

 
野立広告物 

 

道標・案内図板 

 

・建物の高さ×２／３かつ 10ｍ以下 

・建物の幅からはみ出さない 
・壁面の面積の１／２以下 

・壁面からはみ出さない 

・高さは地上から 20ｍ以下 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上 

（歩道上 2.7ｍ以上） 

・片面１０㎡以下 

かつ壁面設置の場合は、

１／４以下 

・１事業所に１個 

 

屋上広告物 

 
壁面広告物 

 

突出広告物 

 

・建物の高さ×１／２かつ 10ｍ以下 

・建物の幅からはみ出さない 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上 

（歩道上 2.7ｍ以上） 

野立広告物 

 

広告板 
表示面が２面以下のもの 

 

広告塔 
表示面が３面以上あるもの 

 
・表示面積は片面 20 ㎡以下 

・高さは地上から 4.5ｍ以下 

・鉄道、指定道路等から 500

ｍ以内の区域では 100ｍ以

上離す 

・表示面積は一面 20 ㎡以下 

・一面の幅は２ｍ以下 

・高さは地上から 10ｍ以下 

・鉄道、指定道路等から 500ｍ以内

の区域では 100ｍ以上離す 

設置できません 

可変表示式広告物 

可変表示式広告物 
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■非自家用広告物 

■自家用広告物（合計が 10 ㎡までの場合は許可不要） 

第３種許可地域 

広告板 
表示面が２面以下のもの 

 

広告塔 
表示面が３面以上あるもの 

 

屋上広告物 

 

壁面広告物 

 

突出広告物 

 
野立広告物 

 

屋上広告物 

 

壁面広告物 

 

突出広告物 

 

・建物の高さ×２／３かつ５ｍ以下 

・建物の幅からはみ出さない 

・壁面の面積の１／３以下 

・壁面からはみ出さない 
 

・片面３㎡以下 

・１事業所に１個 

 

・高さは地上から 10ｍ以下 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上

（歩道上 2.7ｍ以上） 

・建物の高さ×２／３かつ５ｍ以下 

・建物の幅からはみ出さない 

・壁面の面積の１／３以下 

・壁面からはみ出さない 
 

・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上 

（歩道上 2.7ｍ以上） 

道標・案内図板 

 
野立広告物 

 

・表示面積は片面５㎡以下 

・高さは地上から 4.5ｍ以下 

・同一広告主が複数設置する場

合は、100ｍ×100ｍの範 

囲に２個以内 

 

・表示面積は一面５㎡以下 

・高さは地上から 4.5ｍ以下 

・同一広告主が複数設置する場合は、

100ｍ×100ｍの範囲に２個以

内 

 

設置できません 

可変表示式広告物 

可変表示式広告物 



 

16 

（４）種類別基準 

 
 

ａ．第 1 種禁止地域では、設置できません。 

ｂ．一方向から見た表示面積の合計は、第 2 種禁止地域・第３種許可地域では３㎡であること。

第１種許可地域：第２種許可地域では 10 ㎡以下であること。 

ｃ．個数は、１事業所等につき１個以内であること。 

ｄ．壁面広告物である場合は、壁面の見つけ面積の４分の１以下であること。 

ｅ．野立広告物である場合は、指定道路沿線においては、道路面からの高さは 10ｍ以下であ

ること。住居系用途地域では５ｍ以下であること。 

ｆ．該当する屋外広告物の種類の基準を満たすこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ａ．設置を許可しない。 

 

  
ａ．巻き付けにする広告物については、下端の高さは地上から 1.2ｍ以上で、長さは 1.8ｍ以

下であること。 

ｂ．袖付けにする広告物については、下端の高

さは歩道上にあっては地上から2.7ｍ以上、

車道上にあっては地上から 4.7ｍ以上で、

長さは 1.5ｍ以下、突出幅は 0.9ｍ以下で

あること。ただし、広告物の表示面積は片

面 1.2 ㎡以下であること。 

ｃ．袖付けにする広告物は、原則として歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。 

ｄ．広告物の個数は、１柱につき巻き付けにする広告物１巻きと袖付けにする広告物１個以内

であること。 
 

 
 

広告物の種類 規格等 

立看板、広告旗、貼紙、貼札、アーチ広告物、広告幕、 

アドバルーン及びぼんぼり 
一般基準を適用する。 

その他の広告物 

電柱の類を利用する広告物 

■非自家用広告物 

■自家用広告物 

可変表示式広告物 

・壁面の見つけ面積の 1／4 以下 

・道路面からの高さは

10ｍ以下・住居系

用途地域等にあっ

ては５ｍ以下 
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６ 推奨基準適用地区について 

 
推奨基準適用地区については、景観モデル地区として該当する許可地域の申請要件・基準を

適用したうえで、努力義務として推奨基準を設けています。 

この推奨基準に適合する場合、許可期間が最大３年の屋外広告物について許可期間を最大６年

まで延長することができます。ただし、可変表示式広告物は除きます。 
 

 
自家用広告物の表示面積の合計は、15 ㎡以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 用途地域（第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域を除く）が指定されている

場合は、この規定は適用されません。 
 

 
非自家用広告物は設置しないこと。ただし、道標・案内図板は設置できます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
色彩及び素材に関する基準は、第 1 種禁止地域の基準（Ｐ．10）を準用する。ただし、広

告物の地色の地色は、彩度８を超えないものとする。 
 

※ 第 1 種地域では、自家用広告物の総面積が、10 ㎡以下の場合は届出が必要です。 

※ 3 年ごとに安全点検を行い、報告すること。  

■色彩及び素材 

■道標・案内図板  

 

■非自家用広告物 

■自家用広告物 

推奨基準適用地区（景観モデル地区） 

屋上広告物 

 

壁面広告物 

 ・壁面の面積の１／４以下 

・壁面からはみ出さない 

突出広告物 

 
・突出幅は 1.5ｍ以下、道路上への突出幅は１ｍ以下 

・高さは壁面の上端を超えない 

・道路上へ突出する場合、下端は地上から 4.7ｍ以上 

（歩道上 2.7ｍ以上） 

野立広告物 

 

可変表示式広告物 

・高さは地上から 10ｍ以下 

指定道路沿線にあっては道路面から 10ｍ以下 

・幅は 4.5ｍ以下（※） 

・３㎡以下（片面） 

・建築物に表示する場合は、壁面の見つけ面積の１／４以下 

・できるだけ面積が小さくなるよう配慮する 

（１事業所につき原則１個） 

・指定道路に接する敷地では、地上

からの高さ 10ｍ以下・住居系用

途地域にあっては地上からの高さ

５ｍ以下 

道標・案内図板 

 
・表示面積は片面５㎡以下（２人以上の場合

は８㎡以下・できるだけ集約すること） 

・高さは地上から 4.5ｍ以下 

指定道路沿線にあっては道路面から 4.5

ｍ以下 

・同一広告主が複数設置する場合は、相互間

距離を 500ｍ以上離すこと 

設置しない 

地図や道路名、矢印や距離

などの案内内容が 広告表

示面積の 40％以上である

こと 
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７ 歴史的伝統的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物（条例第 10 条） 

甲賀市独自の屋外広告物に関する取り組みとして、歴史的伝統的意匠屋外広告物及び優良

意匠屋外広告物の指定制度を設けます。 

広告物の所有者の申請に基づき、景観審議会の意見を聴いて指定します。 

 

<歴史的伝統的意匠屋外広告物> （※） 

歴史的伝統的意匠を有し周辺景観と調和する広告物を指定します。 

指定された広告物は許可基準の適用除外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<優良意匠屋外広告物> （※） 

周辺景観との調和や広告物自体の観点からモデルとなる広告物を指定します。 

指定された広告物は、許可期間最大３年以内を最大６年以内に延長することができます。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ただし、3 年ごとに安全点検を行い、報告すること。 
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■ 第３章 申請手続きの進め方 

１ 手続きのフロー （申請） 

甲賀市内に屋外広告物を表示又は掲出しようとするときは、甲賀市の許可が必要です。 

  

６へ 13 変更許可申請 

15 除却届 

６ 手数料の納付 

許可書と許可証票の 

受取り 
 

９ 広告物に許可証票を

貼る 

許 可 期 間 終 了 

11 継続許可の申請 

７ 工事着工・完成 

以後、６･９･10 と同じ 

具体的にまとまったら、担当窓口にご相談ください。 

基準を満たしているかどうかや、手数料についてなど、確認をさせていただ

きます。 

ガイドラインなどで屋外広告物のルールを確認しながら、表示等の計画を検

討します。安全面についても検討してください。 

引き続き必要な場合 

２ 登録業者へ相談 

屋外広告物を設置する場合は、担当窓口にお問合せください。 

屋外広告物の表示等ができる地域か、どんな基準があるか、どんな業者に頼

んだら良いかなど、ご説明いたします。 

計
画
段
階 

審
査
段
階 

工
事
段
階 

1 事前相談 

３ 設置計画の検討 

屋外広告物の設置業務を発注する場合は、滋賀県の登録業者から選定してく

ださい。（滋賀県都市計画課のウェブサイトに掲載されています。） 

４ 計画案の事前相談 

５ 許可の申請 申請書式は市のホームページからダウンロードできます。国、地方公共団体

は「通知書」、公共的団体は「届出書」の提出が必要です。 

市が発行する納付書により手数料を収めてください。 

許可書と許可証票（若しくは印）を受取ってください。 

申請内容に基づき工事を行ってください。 

貼紙の場合は、許可印の打刻が必要です。 

８ 完了届の提出 工事が完了したら、速やかに「完了届」を提出してください。 

10 許可期間中の適正な

管理 

許可を受けた期間の後も継続して表示又は掲出する場合は、許可期間満了の

日の 10 日前までに継続許可申請を行い、許可を受けてください。 

管理者による屋外広告物の点検が必要です。 

許可を受けた広告物の表示者や管理者等に変更があれば、事前に届出を行な

ってください。 

表示内容を変更するとき 

許可物件を除却したとき 

12 表示内容等の変更計画 

14 不要物件の除却 
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２ 許可申請手数料及び許可期間 

屋外広告物許可手数料および許可期間は以下の通りです。 

区分 単位 金額(円) 許可期間 

看板、広告板及び広告

塔(これらに類するネ

オン類照明広告物を

含む。)並びにこれら

を掲出する物件 

面積1㎡未満のもの 1個 440  

 

 

 

３年以内 

面積1㎡以上2㎡未満のもの 1個 830 

面積2㎡以上5㎡未満のもの 1個 1,060 

面積5㎡以上10㎡未満のもの 1個 2,130 

面積10㎡以上のもの 1個 3,100円に10㎡を

超える部分の面積が

5 ㎡ 増 す ご と に

1,060円を加算した

額 

立看板及び広告旗 1個 250 ６月以内 

はり紙（つり下げるものを含む。以下この表において同じ。） 100枚 420 ２月以内 

はり札（面積0.15㎡未満のもの） 1枚 90 １年以内 

電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの 1件 420 １年以内 

アーチ広告物 1個 4,170 ３年以内 

広告幕 1枚 420 ２月以内 

アドバルーン 1個 1,060 １月以内 

ぼんぼり 1個 90 ２月以内 

 

備考 

ａ．屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合

は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。 

ｂ．屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額

の2倍の額とする。 

ｃ．はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算す

る。 

ｄ．本表に定めのない屋外広告物については、本表の最も類似した区分に該当するものとし

て適用します。 

ｅ．申請手数料は、甲賀市の発行する納付書で納めてください。 

ｆ．推奨基準適用地区の区域内で、推奨基準に適合する屋外広告物や、優良意匠屋外広告物

の指定を受けた屋外広告物は、許可期間を最大３年のものを最大６年まで延長できます。 
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３ 経過措置 

この条例の施行前に滋賀県屋外広告物条例の許可基準で許可を受けている屋外広告物のうち、

市条例の施行に伴って許可基準に適合しなくなるものについては、市条例施行後３年以内に限

り、滋賀県屋外広告物条例の許可基準により引き続き許可を受けることができます。 

なお、この許可期間終了までに市条例の許可基準に適合するための改修や除却等を行う計画

書が提出され、相当と認められた場合に限り市条例施行日から最長７年間を限度として広告物

を表示等することができる経過期間を設けています。 

 

【経過措置図】 

 
 
 旧基準(県条例)        経過措置期間 最長７年 旧基準（県条例） 

                          新基準（甲賀市条例） 

 

除却する場合 

 

 

                           新基準に改修       除却する場合 

 

 

                          改修計画添付により     継続する場合 

 旧基準で許可       旧基準で許可可能    旧基準で許可可能      新基準で許可 

 

 

 

 

          ３年           ３年          ３年以内 

 

                           最長７年間 

 
  

H27.12.1 条例施行 H34.11.30 

許可・継続 

申請 

第１回目 

継続申請 

第２回目 

継続申請 
変更申請 

除却届 変更申請 

除却届 
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■ 第４章 その他 

１ 管理義務等（条例第 18 条） 

許可を受ける広告物または提出物件は、管理者を定める必要があります。 

広告物の設置者や管理者は、広告物を常時補修し、良好な状態に保持するために必要な管理

を怠らないようにしなければなりません。そのために定期的に下記の点などをチェックし、危

険サインを見逃さないように安全管理に努めてください。 

① サビの発生 鉄骨やボルト等のサビの発生は、破損につながります。 

② 汚れ    サビ汁がある場合は、内部劣化の疑いがあります。 

③ ズレ、欠落 板面のズレや取付金具の欠落は、看板落下につながる恐れがあります。 

④ 照明不点灯 漏電の場合は、火災の恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に基づく工作物の確認申請を要する屋外広

告物（高さ 4ｍを超えるもの）を設置する場合の管理者は、下記の資格を有する者とします。 
 

○ 登録試験機関の試験合格者（屋外広告士）  

○ 地方公共団体が行う屋外広告物講習会の修了者  

○ 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修

了者 

 

２ 除却義務（条例第 19 条） 

広告物の設置者や管理者は、許可期間が満了したとき、又は設置の必要がなくなったとき、

若しくは許可が取り消されたときは、遅滞なく（10 日以内）広告物を除却しなければなりま

せん。 

 

 

 

①サビの発生 

③ズレ、欠落 

② 汚 れ 

④照明不点灯 
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３ 違反広告物に対する処分（条例第 20 条～35 条） 

条例や規則に違反している者に対し、下記の処分を行うことがあります。 

ａ．許可の取り消し（条例第 20 条） 

・虚偽の申請により許可を受けた場合などは、許可を取り消すことがあります。 

ｂ．違反に対する措置（条例第 21 条） 

・条例、規則に違反した広告物があるときは、改修移転、除却などの措置が命ぜられ

ることがあります。 

ｃ．公表（条例第 22 条） 

・違反に対する措置に対し、正当な理由なく従わなかったときは、その旨を公表する

ことがあります。 

ｄ．報告及び立ち入り検査（条例第 27 条） 

・広告物について、報告や資料の提出を求めたり、建物及びその敷地に立ち入り検査

することがあります。 

ｅ．罰則（条例第 34 条から第 35 条） 

・条例の違反に対しては、刑罰（50 万円以下）の罰金刑が科されることがあります。 

ｆ． 簡易除却（法第７条第４項） 

・電柱などに表示されている違反の貼紙、貼札、広告旗、立看板等は、事前に通告な

く除却します。 

 

４ 屋外広告物業の登録について 

市内で屋外広告業（※）を営む場合は、滋賀県屋外広告物条例に基づき屋外広告物業の登録

をする必要があります。営業所が県内にあるかどうかに関わらず、知事の登録を受けなければ

なりません。 

屋外広告物業の登録に関しては、滋賀県土木交通部都市計画課までお問い合わせください。 

  登録業者の名簿は、滋賀県土木交通部都市計画課のウェブサイトに掲載されています。 

※ 屋外広告業とは、屋外広告物の表示及び設置を行う営業のことをいいます。 

問合せ先 滋賀県土木交通部 都市計画課  

〒520-8577 大津市京町四丁目１番１号 TEL077-528-4184  
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